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・子・子計画基本指針等に基づき、自治体は量の見込みと確保方策について検討し、子・子支援事業計画等の変更（又は代用計画の作成）
を年内に実施。
・確認基準について、国は近日中に内閣府令の案を提示。自治体は、条例案について検討し、12月議会で制定。

公表

子・子支援
事業支援
計画の変更

受理

検
討
開
始

基本的記載事項（必須記載事項）として、
• 「乳児等通園支援の量の見込みと
提供体制の確保の内容及びその実
施時期」

• 「乳児等のための支援給付に係る
教育・保育等（教育・保育、地域型保
育及び乳児等通園支援をいう。）を
一体的に提供する体制に関する事
項」

を追記

基本的記載事項（必須記載事項）として、
• 「乳児等通園支援の従事者の確保
及び資質の向上のために講ずる措
置に関する事項」

• 「乳児等のための支援給付に係る
教育・保育等を一体的に提供する
体制に関する事項」

を追記

（児福法に基づく認可基準）
条例を未制定の自治体は、併せて制定検

討
開
始

R7.10.10時点



本格実施に向けた準備スケジュール案①

R８R７年度

４月３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度

本
格
実
施

内閣府令・
子子計画基本指針国

子ども・子育て支援
事業支援計画

都道
府県

子ども・子育て支援
事業計画

（又は代用計画）
計画

市
町
村

認可基準条例条例

認可手続きに
関する規定等

認可
認可に係る
受付・審査

確認手続きに
関する規定等

確認
確認に係る
受付・審査

児童福祉審議会等

意見聴取
意見
聴取

都道府県との協議、
※子ども・子育て支援会議等への意見徴収に努める

子子計画基本指針改正・量の見込み手引き改正

内閣府令（確認基準等）の公布（11月頃）
※認可基準も見直す予定

・ あくまで想定であり、実際のスケジュールは異なる場合がある。

※必要に応じて

認可に係る意見聴取

議決

制定・施行

認可受付・審査開始

確認受付・審査開始

制定・施行

検討

検討

検討

内閣府令案（確認基準等）の発出（10月頃）

提出

提出
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R８R７年度

４月３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月

こ
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も
誰
で
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通
園
制
度

本
格
実
施

乳児等支援給付
認定に関する規定等

給付
認定

市
町
村

乳児等支援
給付認定

総合支援システム
シス
テム

事業説明会
（関連部局）

事業
説明会

事業説明会
（事業所）

予算要求予算

広報紙、HP、
SNS

広報

保育士向け
研修の実施等

研修

・あくまで想定であり、実際のスケジュールは異なる場合がある。

本格実施に向けた準備スケジュール案②

予算要求

制度説明、実施事業所の検討・実施に向けた事業所との調整など

制度説明、関係部局（こども家庭センター、障害児、医療的ケア児、要保護児童地域対策協議会、母子保健担当ほか）などとの連携

制度周知

受付開始

事業所登録、利用者登録開始自治体アカウント取得

制定・施行検討

準備開始
保育士向けの研修資材を
利用した保育士向け研修開始

※12月頃、国から保育士向けの研修資材が公表
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こども誰でも通園制度の円滑な実施のための自治体へのフォローアップ
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令和８年４月からの円滑な事業実施のため、自治体の準備業務をチェックリスト化し自治体へ提供。
あわせて、新たに発生する業務（認可、確認、給付認定、給付費の支給等）に係る業務フローや参考様式を発出し、
自治体の準備状況やスケジュールに合わせたきめ細かいフォローアップを行う。

目 的

フォローアップのイメージ

自治体の準備業務のチェックリスト化

準備状況の把握、見える化等

きめ細かいフォローアップ

令
和
８
年
４
月
か
ら
の
円
滑
な
事
業
実
施

都道府県 こども
家庭庁

市町村

月ごとに自治体の準備状況を把
握・見える化し、自治体へフィード
バック
新たな業務（認可、確認、給付
認定、給付費の支給等）に係るフ
ローチャートや参考様式の作成・提
供
自治体ネットワークを活用した情報
交換会による先行自治体の情報
共有

令和８年４月までに行
うべき、自治体の準備業
務を整理
チェックリスト化し、自治
体へ提供 自治体準備状況や議

会等のスケジュールに応
じた必要な行政説明や
情報発信による支援



自治体の準備業務のチェックリスト化

5

自治体の準備業務を
・計画策定
・条例制定
・認可、確認、給付認定
・広報
などに分類して整理し、
各項目の目安となる完了
時期を見える化
準備業務をチェックリスト
化し、都道府県・市区町
村へ提供
国は、毎月、自治体の進
捗状況を把握したうえで、
必要な行政説明や情報
発信等による伴走型支
援を実施



新たな業務に係るフローチャートの作成・提供
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新たな業務
・認可
・確認
・給付認定
・給付費の支給
などに係るフローチャー
トを作成・提供
自治体の業務整理や
住民や事業者向け説
明資料としての活用を
想定



新たな業務に係る参考様式の作成・提供
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参考様式②ー１

参考様式 備考 一般型

□ 名称、種類及び位置がわかる書類等 施設全体の付近見取図 〇 〇

□
建物その他設備の規模及び構造並びにその図
面等

建物図面（平面図、立面図等）の写し 各部屋の用途や面積等を明示したもの 〇 省略可

・実施場所（乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室
等）を示す平面図は省略不可。
・その他立面図は、認可書類等と重複する場合には
省略可能（※）

設備の概要 〇 省略可
認可書類等と重複する場合には省略可能
（※）

土地及び建物の登記簿謄本（登記事項全部証
明書）

発行されて概ね３か月以内のもの 〇 省略可
認可書類等と重複する場合には省略可能
（※）

賃貸借契約書の写し、無償の貸与又は使用許
可を受ける事を証明する書面の写し（不動産
の貸与を受ける場合のみ必要）

〇 省略可
認可書類等と重複する場合には省略可能
（※）

建物の建築確認検査済証の写し
当該書類の提出が困難な場合は建築物台帳等
記載事項証明書

〇 省略可
認可書類等と重複する場合には省略可能
（※）

□ 事業の運営についての重要事項に関する規程 運営規程 〇 〇

□
経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職
員の氏名及び経歴等

履歴書（経歴書） 〇 省略可
認可書類等と重複する場合には省略可能
（※）

（経営の責任者）
法人全部事項証明書（登記簿謄本）

〇 省略可
認可書類等と重複する場合には省略可能
（※）

（福祉の実務に当たる幹部職員）
資格証（保育士等）の写し

〇 省略可
認可書類等と重複する場合には省略可能
（※）

□ 収支予算書等 収支予算書
収支計画、収入項目（補助金、利用料等）、
支出項目などを記載したもの

〇 〇

借入金明細書、基本財産及びその他の固定資
産（有形固定資産）の明細書（企業会計の基
準による会計処理を行っている場合）

【通知】乳児等通園支援事業の認可等につい
て（令和７年２月26日こ成保発第154号）の
別紙１及び２を参照

〇 〇

直近３年間の運営状況（決算書等）（社会福
祉法人及び学校法人以外の場合）

法人全体のもの 〇 〇

借入金返済（償還）計画書（事業に関し、借
入れ等を行っている場合）

〇 〇

□ 乳児等通園支援事業を行う者の履歴等 職員一覧表 〇 省略可
認可書類等と重複する場合には省略可能
（※）

職員の履歴書 〇 省略可
認可書類等と重複する場合には省略可能
（※）

資格証明書（保育士等）の写し 〇 省略可
認可書類等と重複する場合には省略可能
（※）

研修の認定証（終了証）の写し 〇 省略可
認可書類等と重複する場合には省略可能
（※）

□
乳児等通園支援事業を行う者の資産状況を明
らかにする書類等

預金残高証明（社会福祉法人又は学校法人は
提出不要）

〇 省略可
認可書類等と重複する場合には省略可能
（※）

□
法人の場合、その法人格を有することを証す
る書類等

登記事項証明書（又は法人登記簿謄本） 〇 省略可
認可書類等と重複する場合には省略可能
（※）

□
法人又は団体においては定款、寄付行為その
他の規約

設置者の定款又は寄付行為等の写し 〇 省略可
既に市区町村に提出済みの定款等において、
第二種社会福祉事業「乳児等通園支援事業」
の実施が確認できる場合には省略可能

□ 誓約書（兼役員等名簿） 参考様式④ 〇 〇

□ 実施計画書
乳児等通園支援事業 実施計画書（一般型
用）、（余裕活用型用）

参考様式
⑥-1,⑥-2

〇 〇

□ その他（職員関係） 職員勤務体制表（シフト表など） 〇 省略可
認可書類等と重複する場合には省略可能
（※）

□ その他（職員関係） 就業規則、給与規定、経理規程等 〇 省略可
認可書類等と重複する場合には省略可能
（※）

□ その他（職員関係）
社会保険加入確認書類(健康保険・厚生年
金・労働保険関係）

〇 省略可
認可書類等と重複する場合には省略可能
（※）

□ その他（施設関係） 消防設備点検報告書または検査済証の写し 〇 省略可
認可書類等と重複する場合には省略可能
（※）

□ その他（施設関係） 防火管理者選任届出書の写し 〇 省略可
認可書類等と重複する場合には省略可能
（※）

添付書類一覧

必要となる書類 余裕活用型

例：確認業務に係る参考様式（案） 例：提出時に必要な添付資料一覧（案）新たな業務
・認可
・確認
・給付認定
・給付費の支給
等に係る参考様式
を作成・提供
自治体の規則や要
綱の制定・改正の参
考資料としての活用
を想定



こども誰でも通園制度の本格実施に向けた自治体ネットワークの実施状況
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2025/9/30現在

※ 情報交換会は、今後も複数回実施予定

参加数対象形式内容日時回数
123（自治体数46）希望都道府県オンラインこども誰でも通園制度都道府県担当者オンライン説明会5/16(金)11:00-12:00１

1871 (自治体数1015）※対面44名希望都道府県＆希望市区町村ハイブリッドこども誰でも通園制度情報交換2025～自治体準備パッケージ編～5/23(金)13:30-15:30２

県＋管内自治体 35名程度島根県と管内市町村対面島根県行政説明 令和7年度 島根県 市町村保育担当者会議6/5(金)9:45-10:45３

県＋管内自治体 40名程度愛媛県と管内市町村対面愛媛県行政説明 令和7年度 愛媛県 市町村担当者説明会6/9(月)13:30-15:00４

県＋管内自治体 50名程度滋賀県と管内市町村対面滋賀県行政説明 令和7年度滋賀県市町意見交換会6/25(水)9:00-12:005

県＋管内自治体 70名程度山口県と管内市町村対面山口県行政説明 令和7年度山口県市町担当者会議7/10(木)10:00-12:006

県＋管内自治体 150名程度埼玉県と管内市町村オンライン埼玉県行政説明 令和7年度埼玉県市町村担当者向け説明会7/10(木)13:30-15:007

県＋管内自治体 70名程度熊本県と管内市町村対面熊本県行政説明 熊本県令和７年度こども誰でも通園制度に係る市町村担当者説明会7/15(火)14:00-15:008

1748（自治体数811）※対面25名希望都道府県＆希望市区町村ハイブリッドこども誰でも通園制度情報交換2025～自治体担当者座談会編～7/25(金)13:30-16:009

県＋管内自治体＋事業者 190名程度宮崎県と管内市町村と管内事業者対面宮崎県行政説明 令和7年度宮崎県こども誰でも通園制度説明会7/28(月)14:00-16:0010

県＋管内自治体＋他県担当者 50名程度岡山県と管内市町村対面岡山県行政説明 令和7年度 第２回 岡山県・市町村子育て支援施策推進会議7/30(水)14:00-16:0011

県＋管内自治体＋事業者 280名程度兵庫県と管内市町村と実施事業者対面兵庫県行政説明 「こども誰でも通園制度」の本格実施を見据えたフォーラム7/31(木)13:30-16:3012

県＋管内自治体 30名程度佐賀県と管内市町村対面佐賀県行政説明 令和7年度佐賀県 こども誰でも通園制度 市町村担当者向け説明会8/1(金)13:30-16:0013

県＋管内自治体 130名程度長野県と管内市町村対面長野県行政説明 令和7年度長野県 こども誰でも通園制度 市町村担当者向け説明会8/4(月)13:30-15:3014

県＋管内自治体 50名程度香川県と管内市町村対面香川県行政説明 令和7年度 こども誰でも通園制度に係る市町村説明会8/5(火)14:00-16:0015

県＋管内自治体 50名程度高知県と管内市町村対面高知県行政説明 令和7年度高知県 こども誰でも通園制度 市町村担当者向け説明会8/6(水)13:30-15:3016

県＋管内自治体 30名程度鳥取県と管内市町村対面鳥取県行政説明 令和7年度鳥取県 こども誰でも通園制度 市町村担当者向け説明会8/8(金)14:00-15:3017

県＋管内自治体 80名程度奈良県と管内市町村対面奈良県行政説明 令和7年度 こども誰でも通園制度に係る市町村説明会8/12(火)14:00-16:0018

県＋管内自治体 50名程度神奈川県と管内市町村オンライン神奈川県行政説明 令和7年度第１回神奈川県保育対策協議会保育所等整備・運営部会8/14(木)14:00-16:0019

県＋管内自治体 45名程度京都府と管内市町村オンライン京都府行政説明 こども誰でも通園制度に係る京都府市町村説明会8/21(木)13:30-15:3020

県＋管内自治体 100名程度福島県と管内市町村オンライン福島県行政説明 福島県 こども誰でも通園制度に係るオンライン説明会8/22(金)13:00-15:0021

県＋管内自治体 50名程度三重県と管内市町村対面三重県行政説明 令和7年度 こども誰でも通園制度に係る市町村説明会8/22(金)14:00-16:0022

県＋管内自治体 50名程度福井県と管内市町村オンライン福井県行政説明 令和７年度 こども誰でも通園制度に係る市町村説明会8/29(木)14:00-16:0023

県＋管内自治体 50名程度秋田県と管内市町村対面秋田県行政説明 令和７年度 こども誰でも通園制度に係る市町村説明会9/1(月)13:30-15:0024

県＋管内自治体 50名程度新潟県と管内市町村オンライン新潟県行政説明 新潟県 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)市町村担当者説明9/3(水)13:30-15:30 25

県＋管内自治体 50名程度岩手県と管内市町村オンライン岩手県行政説明 岩手県 令和７年度こども誰でも通園制度に係る市町村説明会9/9(火)13:30-15:0026

県＋管内自治体 50名程度群馬県と管内市町村オンライン群馬県行政説明 令和７年度 こども誰でも通園制度に係る市町村説明会9/10(水)13:30-15:00 27

県＋管内自治体＋事業者 50名程度宮城県と管内市町村対面宮城県行政説明 令和７年度 こども誰でも通園制度に係る市町村説明会9/11(木)13:00-15:0028

ー山形県と管内市町村対面山形県行政説明 令和７年度こども誰でも通園制度勉強会10/6(月)14:30-16:3029

ー長崎県と管内市町村対面長崎県行政説明 令和７年度 こども誰でも通園制度に係る市町村説明会10/10(金)13:30-16:0030

ー希望都道府県＆希望市区町村ハイブリッドこども誰でも通園制度情報交換2025～先行自治体に学ぶ『認可について』編～10/27(月)13:30-16:3031

ー福岡県と管内市町村オンライン福岡県行政説明 福岡県こども誰でも通園制度情報交換会10/20(月)14:00-15:3032

ー※調整中オンライン石川県行政説明 ※調整中※調整中ー


